
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期
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大阪府 大阪市
教育委員会事務局　学校経営管理セ
ンター　事務管理担当 06-6575-5654

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/p
age/0000119645.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 前年度

借家等
325

持家260

火災,風水害,震災,その他の災害にあった者 給与所得控除後の金額－（マイナス）医療費控除額

30%未満

大阪府 堺市 教育委員会　総務部　学務課 072-228-7485
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate
/kyoiku/tetsuzuki/hojo/iryohi.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 前年度 292

  特別な事情があり,要綱に定める項目に該当する場合,必要書
類を提出し,再審査を行う。
（本年度失業等により所得額の激減,医療費の支払いが高額な
ど）

   合計所得額を用いる

25%未満

大阪府 岸和田市
岸和田市教育委員会　教育総務部総
務課　学事担当 072-423-9607

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/s
oshiki/63/syuugakusyourei.html ○ ○ ○ 1.1 課税所得 前年度 304

保護者の失業,死亡,離婚,長期入院等の特別な事情があれば,所
得超過であっても再判定をする。

35%未満

大阪府 豊中市
教育委員会事務局　学校教育課　学務
係 06-6858-2553

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/k
osodate/gakkou/enjo/H28_shuen.ht
ml ○ ○ 1.2 その他 前年度 294

総所得金額（税引き前）

20%未満

大阪府 池田市 管理部　総務・学務課 072-754-6291

http://www.city.ikeda.osaka.jp/soshi
ki/kyoikuiinkai/somu/gyomu/gakko/
1415935029312.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保護者の死亡,疾病,離婚,失業廃業

10%未満

大阪府 吹田市 吹田市教育委員会学校教育部 06-6384-2458 http://www.city.suita.osaka.jp/ ○ ○ 1.2 その他 その他 341

平成２４年度生活保護基準に基づく,前年分の世帯の所
得金額（給与所得控除後の金額）の合計

20%未満

大阪府 泉大津市 教育部　指導課 0725-33-1131 http://www.city.izumiotsu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 3年前の年度
借家355
持家283

就学援助制度に該当しない世帯で,経済的理由で,公立小・中学
校へのお子さんの就学が困難な保護者と学校長が判断した場
合,学校長から教育委員会へ申し立てることにより,特例措置とし
て認定する。

平成２５年８月以前の生活保護基準に1.1倍を乗じた合計
所得金額に基づき判定を行う。

20%未満

大阪府 高槻市
高槻市教育委員会　教育管理部　学務
課 072-674-7627 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ ○ ○ 1.2 その他 その他

借家339
持家276

通常は,前年の所得金額により審査しているが,勤務先からの解
雇や倒産など,昨年に比べ経済状況
が悪化した場合は,現年の見做し所得金額により別途審査を行っ
ている。

基準根拠（課税所得等の分類）は,所得金額。基準根拠
（基準額の時期）は,平成27年10月1日時点の生活保護基
準を用い算出を行ったが,国から生活保護基準の見直し
に伴い,他制度へ影響が及ばないようにする対応方針が
示されたため,生活保護基準の改正に関わらず,平成28年
度は平成27年度（平成26年１月１日時点）の所得基準を
そのまま据え置いた。

20%未満

大阪府 貝塚市 学事課 072-433-7108

http://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka
/kyoiku/gakuji/menu/enjo/syuugaku
enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 273

倍率は,借家1.20倍（273.1万円）,持家1.10倍（250.3万円）
の2種類有り。基準根拠は平成27年4月変更分の生活保
護基準額を使用。

25%未満

大阪府 守口市
守口市教育委員会事務局　指導部　学
校教育課　教職員人事・学事係 06-6995-3155 http://www.city.moriguchi.osaka.jp/ ○ ○

市独自基準（平成28年度　４人世帯　給与収入：4,485,480円,所
得：3,031,200円）以下の者。

30%未満

大阪府 枚方市
枚方市教育委員会事務局学校教育部
学務課 050-7105-8044 http://www.city.hirakata.osaka.jp ○

前年の認定基準額に,大阪市消費者物価指数の対前年比を乗じ
たもの

25%未満

大阪府 茨木市 教育総務部学務課 072-620-1684

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kura
shi/kodomo/gakko/enjo/131535582
6676.html ○ 1.15 その他 その他 305

基準根拠…総所得金額等,平成２４年度
目安額（年額）…借家世帯323万円（表内記載は持家世
帯）

20%未満

大阪府 八尾市
八尾市教育委員会事務局　学校教育
部　学務給食課 072-924-3872

http://www.city.yao.osaka.jp/00000
09142.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 その他 322

火災等の罹災世帯

(課税所得等の分類）合計所得金額
（基準額の算出方法等）平成24年４月の基準額×３ヶ月
+　平成25年４月×９ヶ月の計算で第１類と第２類を計算
し,これに住宅費を合算したものに１．１を乗じて基準額を
算出している。
(目安額）上記は借家区分の額。持家区分の場合は,２８５
万円。

30%未満

大阪府 泉佐野市 泉佐野市教育委員会学校教育課 072-463-1212

http://www.city.izumisano.lg.jp/kaku
ka/kyoiku/gakkokyoiku/menu/shuga
kuenjoseido.html ○ 1.2 課税所得 前年度 255 20%未満

大阪府 富田林市 教育総務部　教育指導室 0721-25-1000(内線364)
http://www.city.tondabayashi.osaka.j
p/sidou/index.htm ○ 1.3 課税所得 前々年度 328 30%未満

大阪府 寝屋川市 学校教育部　教育政策総務課 072-824-1181

http://www.city.neyagawa.osaka.jp/
organization_list/kyoiku_gakkokyoiku
/kyouikusoumu/ ○ ○ 1.16 その他 3年前の年度 318

課税所得等の分類…合計所得金額

30%未満

大阪府 河内長野市
河内長野市教育委員会事務局　子ども
未来部　教育総務課 0721-53-1111

http://www.city.kawachinagano.lg.jp
/shisei/kyoikuiinkai/topics/1394157
989205.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

統一基準額等は設けておらず,世帯の所得状況,保護者の申請
理由及び学校長の所見等を鑑み,総合的に判断。

15%未満

大阪府 松原市 教育委員会事務局　教職員課 072-334-1550(代表)
http://www.city.matsubara.osaka.jp/
index.cfm/8,1624,47,476,html ○ 1.1 課税所得 前年度 256 25%未満

大阪府 大東市 学校教育部　学校管理課 072-870-9642

http://www.city.daito.lg.jp/kakukakar
anoosirase/gakoukyoiku/gakoukanri
/1254189155479.html ○ ○ ○ 1.2

給与収入
（税引き前） 前年度 272.2 30%未満

大阪府 和泉市 和泉市教育委員会学校教育部指導室 0725-99-8159

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/kyouikubu/sido
usitu/faq/kyoikuhi.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

給与収入
（税引き前） 3年前の年度 295

障害年金・遺族年金の受給者

25%未満

大阪府 箕面市 子ども未来創造局学校生活支援課 072-724-6760
http://www.city.minoh.lg.jp/edukanri
/syugakuenjo1.html ○ ○

1.20（給
食以外） 課税所得 前年度 借家369

学校給食費以外 持家296万円,学校給食費 1.00倍　借家
308万円・持家246万円

15%未満

大阪府 柏原市 柏原市教育委員会　教育部　学務課 072-972-1697 http://www.city.kashiwara.osaka.jp ○ 1.1 その他 当該年度 285

・課税所得等の分類「給与所得控除後の金額」
・目安額（年額）「借家の金額」
・持家「２４７万円」

25%未満

大阪府 羽曳野市
羽曳野市教育委員会事務局　学校教
育室　学校教育課 072-947-3907 http://www.city.habikino.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.05 課税所得 3年前の年度 268 25%未満

大阪府 門真市 学校教育部　学校教育課 06-6902-7107 http://www.city.kadoma.osaka.jp/ ○ ○

平成27年中の世帯（住民登録上）全員の所得の合計額が認定基
準以下の世帯
（例）4人世帯　2,735,800円

40%未満

大阪府 摂津市 教育総務部子育て支援課 06-6383-1980
http://www.city.settsu.osaka.jp/000
0001229.html ○ 1 課税所得 3年前の年度 311 35%未満

大阪府 高石市 学校教育課 072-265-1001(内線2731) http://www.city.takaishi.lg.jp ○ 1.15 その他 3年前の年度 294

総所得金額

25%未満

その他（補足事項等）
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月 有

随時認定（当該年度7月以降の申請
について,申請日以降を認定日とす
る） ○ 9,057 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有
 6～1月申請の認定は,翌月の中旬。
 2月申請の認定は,随時。 ○ 10,440 ○ 18,240

○ ○ ○ ○ ○ ○

就学奨励の申請期間直前に,全児童生徒にお知らせ
ちらしを配布

その他
当該年度の4月（例：28年度基準
は,28年度4月に決定） 7月 有

随時。追加認定は,2月末申請までの
もの。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 次年度当初 7月 有 2月末申請まで随時 ○ ○ 18,400

○ ○ ○ ○ その他
認定基準の変更がない場合には,
継続して実施。 5月初旬 有 随時。 ○ 15,200 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 7月以降毎月下旬 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

・毎年度４月に全児童・生徒へ就学援助の制度案内
を送付
・転（編）入学時に教育委員会窓口及び各学校で説
明

その他 原則,当該年度の４月１日 8月 有
随時。追加認定は３月１５日申請ま
でのもの。 ○ 11,420 ○ 18,423

○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 次年度の4月 7月 有 8月から3月まで ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有

随時。追加認定は,2月申請までとす
る。ただし,転入と生活保護の廃止停
止の者に限り3月末までとする。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の2月 7月 有
随時,判定をしている。追加認定は２
月末申請までとする。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の2月 6月下旬 有
7月・9月・12月・3月末。追加認定は2
月末申請までのものとする。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時。追加認定は３月まで ○ ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 次年度当初 7月 有
追加認定は３学期終了式申請分ま
でとする ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時,追加認定は２月末申請まで ○ 10,000 ○ 15,000

○ ○ ○ その他 前年度の11月 7月 有
毎月随時,追加認定は１月末申請ま
で ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 当該年度の4月 7月 有 11月下旬・２月下旬（原則）。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有
申請後通常1か月以内。追加認定は
3学期終業式前までの申請とする。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 8月 有
申請書受付後,随時決定（追加申請
は2月中旬（H29.2.10）までのものも） ○ 11,100 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 当該年度の4月1日 8月 有

6月1日以降の申請は申請月の1日
が原則（転入者は転入した日,世帯
状況が変化した者は変化した日とす
る）。 ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の10
月 6月下旬 有

毎月初め。追加認定は2月中旬まで
とする。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有

申請の翌月１日付け認定（ただし各
月１日にされた申請は当日付け認
定とする）。追加認定は３月１日申請
のものまで。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

学校事務職員向け説明会を実施

その他 当該年度の4月1日 8月 有
10月,3月。追加認定は2月末申請ま
で。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時,追加認定は２月末申請まで ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有 8月から翌年1月末まで毎月 ○ 7,740 ○ 17,000

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月初旬 有
随時認定。追加認定は２月末受付
分まで ○ 13,650 13,650 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有
申請月の翌月。追加認定は２月末
申請までのもの。 ○ 11,420 ○ 20,470

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法



大阪府 大阪市

大阪府 堺市

大阪府 岸和田市

大阪府 豊中市

大阪府 池田市

大阪府 吹田市

大阪府 泉大津市

大阪府 高槻市

大阪府 貝塚市

大阪府 守口市

大阪府 枚方市

大阪府 茨木市

大阪府 八尾市

大阪府 泉佐野市

大阪府 富田林市

大阪府 寝屋川市

大阪府 河内長野市

大阪府 松原市

大阪府 大東市

大阪府 和泉市

大阪府 箕面市

大阪府 柏原市

大阪府 羽曳野市

大阪府 門真市

大阪府 摂津市

大阪府 高石市

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 0 0 0 30 30 8 10 10 0 0 0 0 0 0 1 22 22 0 19 19 19 0 0 2 3 3 0 20 20 20 15 15 4 10 10 0 30 30 30 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

○ ○ 9,060 ○ 16,667 ○ ○ 15,092 ○

○ ○ 19,251 ○ ○ 3,570 3,016

○ 2,230 ○ ○ 18,200 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 2,500

○ ○ 24,000 22,377 ○ ○ 3,570 3,570

○ 26,692 ○ 15,117

○ 2,230 ○ 39,290 ○ 18,974 ○ 3,100 ○ 3,570 3,557

○ 2,230 ○ 17,192 16,968 ○ 1,570 ○ 3,620 3,570

○ 2,230 ○ 31,250 ○ 23,500 ○ 1,570 ○ 3,620 3,000

○ 2,230 ○ 0 ○ 21,490 20,579 ○ 1,570 1,352 ○ 3,620 3,445

○ ○ 0 ○ 21,490 20,131 ○ 1,570 1,026 ○ 3,620 3,570

○ 2,230 ○ 25,000 ○ 1,570 ○ 4,000

○ ○ 21,238 ○ ○ 3,620 1,645

○ 2,230 ○ 21,490 19,245 ○ 1,570 ○ 4,800 4,800

○ ○ 25,000 25,000 ○ 1,500 1,500 ○ 3,500 3,500

○ 2,230 ○ 20,580 19,311 ○ 1,500 1,473 ○ 1,700 1,434

○ 2,230 ○ 24,000 ○ 1,570 ○ 7,000 7,000

○ 2,230 ○ 22,312 ○ 19,727 ○ 1,570 1,494 ○ 3,620 2,529

○ ○ 18,000 18,000 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 45,850 ○ 23,184 ○ 1,570 1,570 ○ 18,856

○ 2,230 ○ 21,490 19,523 ○ 1,570 1,526 ○ 3,620 3,161

○ 2,230 ○ 51,500 ○ 24,000 ○ 4,200 ○ 7,800

○ 2,230 ○ 15,040 ○ 23,000 19,212 ○ 1,550 ○ 6,000 3,394

○ 2,230 ○ 21,490 17,844 ○ 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 1,520 ○ 20,600 19,933 ○ 1,060 ○ 11,000 11,000

○ ○ 22,600 ○ 1,570 1,410 ○ 3,620 1,580

○ 2,230 ○ ○ 1,570 ○

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



大阪府 大阪市

大阪府 堺市

大阪府 岸和田市

大阪府 豊中市

大阪府 池田市

大阪府 吹田市

大阪府 泉大津市

大阪府 高槻市

大阪府 貝塚市

大阪府 守口市

大阪府 枚方市

大阪府 茨木市

大阪府 八尾市

大阪府 泉佐野市

大阪府 富田林市

大阪府 寝屋川市

大阪府 河内長野市

大阪府 松原市

大阪府 大東市

大阪府 和泉市

大阪府 箕面市

大阪府 柏原市

大阪府 羽曳野市

大阪府 門真市

大阪府 摂津市

大阪府 高石市

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

○

「支給平均額」は２８年度予算に計上した単価による。
「通学用品費」,「校外活動費（宿泊を伴わないもの）」,「クラブ活動費」および「生徒会費」は,学用品費に含む。

通学用品費と校外活動費（宿泊を伴わないもの）は,学用品費に含んでいる。
修学旅行費と校外活動費（宿泊を伴うもの）は,平成２７年度の実績額。

通学費は,特定の町に住居しており,特定の学校にバスで通学している児童にのみ実費を支給している。

学用品費（一定額）　1年12,970円　2～6年15,200円（通学用品費,校外活動費(宿泊なし)を含む）

・１年生の学用品費のみ12,970円。
・援助額が実費の項目は全て平成27年度の支給平均額を記入。

通学費は,平成２８年度予算計上額。

○修学旅行費及び校外活動費（宿泊を伴うもの）は平成２７年度実績額の平均額

通学費は,片道４ｋｍ以上の場合に実費。通学費は平成28年度予算に計上した単価。
修学旅行費の支給平均額は平成２７年度実績額。
校外活動費（宿泊を伴うもの)の支給平均額は,平成28年度予算に計上した単価。

※通学費は実績なし。
※支給平均額欄は,27年度の実績額より記入。

体育実技用具費,クラブ活動費,生徒会費,PTA会費,家庭学習費（参考書等購入費）は支給対象外。
通学用品費については,学用品費に含む。
通学費については,教育長が認めた者のみ支給。「支給平均額」欄は,平成27年度実績を記入。

修学旅行費：実費支給(対象経費のみ：交通費,宿泊費,見学料等)【私学に通学の者には上限あり（要保護の単価）】
校外活動費：実費支給(対象経費のみ：交通費,見学料)【私学に通学の者には上限あり（要保護の単価）】
　※　支給平均額は,両費目とも平成28年度予算計上単価

学用品費・通学用品費・校外活動費（宿泊を伴わないもの）・・・一定額（1年12,990円,2～6年15,220円）
「支給平均額」欄については,28年度予算に計上した単価

「支給平均額」欄は２７年度実績

通学用品費…学用品費に含む。

通学用品費…１年生を除く

通学用品費・新入学児童生徒学用品費等は学用品費に含む。（金額１１，1００円）

通学費,修学旅行費,校外活動費は平成２８年度予算に計上した単価
学用品費は小１が１１，４２０円,小２から小６が１３，６５０円

支給平均額は,平成27年度実績。

修学旅行費及の支給平均額については平成２７年度実績額と同額を記入。

学用品費：1年　9,020円,2年～6年　7,740円
通学用品費：2年～6年　1,520円
校外活動費(宿泊を伴うものの上限額）：5年　6,000円,6年　11,000円
修学旅行費の支給平均額は平成27年度実績
校外活動費(宿泊を伴うものの上限額）の支給平均額は平成28年度予算に計上した単価

○ 3,380

学用品費には通学用品費含む。（１年生は年額上限11,420円,２・３年生は13,650円）。
PTA会費に関しては,同一世帯・同一学校で1回の支給。

・修学旅行費・校外活動費(宿泊を伴うもの）：費用の85％

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



大阪府 大阪市

大阪府 堺市

大阪府 岸和田市

大阪府 豊中市

大阪府 池田市

大阪府 吹田市

大阪府 泉大津市

大阪府 高槻市

大阪府 貝塚市

大阪府 守口市

大阪府 枚方市

大阪府 茨木市

大阪府 八尾市

大阪府 泉佐野市

大阪府 富田林市

大阪府 寝屋川市

大阪府 河内長野市

大阪府 松原市

大阪府 大東市

大阪府 和泉市

大阪府 箕面市

大阪府 柏原市

大阪府 羽曳野市

大阪府 門真市

大阪府 摂津市

大阪府 高石市

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

2 2 0 1 1 1 38 38 2 1 1 0 7 7 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 39 39 1 1 1 0 0 0 0 30 30 8 10 10 0 0 0 0 0 0 1 22 22 0 19 19 19 0 0 2

○ 11,607 ○ 23,550 ○ ○ 40,901 ○ 44,584

○ 18,000 ○ 7,510 2,762 ○ 21,330 ○ ○ 62,543

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ ○ 58,500

○ ○ 21,170 ○ ○ 40,000 39,097

○ 26,790 ○ 23,550 ○ 58,234

○ 22,320 ○ 7,510 3,200 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 ○ 58,215

○ 22,320 ○ 21,195 ○ 2,230 ○ 51,831 47,409

○ 22,320 ○ 2,230 ○ 73,990 ○ 53,372

○ 22,320 ○ 7,510 2,664 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 57,590 56,470

○ 22,320 ○ 23,550 ○ ○ 0 ○ 57,590 47,179

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 40,000

○ ○ 7,510 3,418 ○ 23,550 ○ ○ 52,441

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 52,525

○ 15,000 ○ 20,000 ○ ○ 45,000 45,000

○ 22,320 ○ 5,150 4,175 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 51,430 50,783

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 48,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 16,475 ○ 55,375

○ 21,700 ○ ○ ○ 48,000 48,000

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 50,927

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 53,863

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 103,000 ○ 62,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 17,750 ○ 58,000 56,542

○ 22,320 ○ 7,510 3,094 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 48,807

○ 17,010 ○ 22,000 ○ 1,690 ○ 55,700 54,208

○ 24,550 24,550 ○ 7,510 930 ○ 23,550 ○ ○ 43,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



大阪府 大阪市

大阪府 堺市

大阪府 岸和田市

大阪府 豊中市

大阪府 池田市

大阪府 吹田市

大阪府 泉大津市

大阪府 高槻市

大阪府 貝塚市

大阪府 守口市

大阪府 枚方市

大阪府 茨木市

大阪府 八尾市

大阪府 泉佐野市

大阪府 富田林市

大阪府 寝屋川市

大阪府 河内長野市

大阪府 松原市

大阪府 大東市

大阪府 和泉市

大阪府 箕面市

大阪府 柏原市

大阪府 羽曳野市

大阪府 門真市

大阪府 摂津市

大阪府 高石市

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

3 3 0 20 20 20 14 14 4 9 9 0 31 31 31 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

○ ○ 5,410 ○ ○

「支給平均額」は２８年度予算に計上した単価による。
「通学用品費」,「校外活動費（宿泊を伴わないもの）」,「クラブ活動費」および「生徒会費」は,学用品費に含む。

○ ○ 6,010 6,010

通学用品費と校外活動費（宿泊を伴わないもの）は,学用品費に含んでいる。
修学旅行費は,実績額の平均額。校外活動費（宿泊を伴うもの）は,予算に計上した単価。

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 3,040

通学費は,特定の町に住居しており,特定の学校にバスで通学している児童にのみ実費を支給している。

○ ○ 6,010 6,010

学用品費（一定額）　1年24,560円　2・3年26,790円（通学用品費,校外活動費(宿泊なし)を含む）

○ 16,332

・１年生の学用品費のみ24,560円。
・援助額が実費の項目は全て平成27年度の支給平均額を記入。

○ 4,480 ○ 6,010 5,988

通学費は,平成２８年度予算計上額。

○ 2,270 ○ 6,100 5,800

○修学旅行費及び校外活動費（宿泊を伴うもの）は平成２７年度実績額の平均額

○ 2,270 ○ 6,100 5,344

通学費は,片道６ｋｍ以上の場合に実費。通学費は平成28年度予算に計上した単価。
修学旅行費の支給平均額は平成２７年度実績額。
校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均額は,平成28年度予算に計上した単価。

○ 2,270 1,532 ○ 6,100 4,412

※通学費は実績なし。
※支給平均額欄は,27年度の実績額より記入。

○ 6,100 5,724 ○ 2,270 1,095

体育実技用具費,クラブ活動費,生徒会費,PTA会費,家庭学習費（参考書等購入費）は支給対象外。
通学用品費については,学用品費に含む。
通学費は,教育長が認めた者のみ支給。「支給平均額」欄には,平成27年度実績を記入。

○ 2,270 ○ 8,500

修学旅行費：実費支給(対象経費のみ：交通費,宿泊費,見学料等)【私学に通学の者には上限あり（要保護の
単価）】
校外活動費：実費支給(対象経費のみ：交通費,見学料)【私学に通学の者には上限あり（要保護の単価）】

○ ○ 6,100 3,065

学用品費・通学用品費・校外活動費（宿泊を伴わないもの）・・・一定額（１年24,590円,２～３年26,820円）
「支給平均額」欄については,28年度予算に計上した単価

○ 2,270 ○ 7,000 6,443

「支給平均額」欄は２７年度実績額

○ 2,200 2,200 ○ 5,800 5,800

通学用品費…学用品費に含む。

○ 1,700 1,695 ○ 4,480 3,654

支給平均額については,27年度実績額で記入。

○ 2,270 ○ 8,000 8,000

通学用品費…１年生を除く

○ 2,270 1,133 ○ 6,100 5,746

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

通学用品費・新入学児童生徒学用品費等は学用品費に含む。（金額２１，７００円）

○ 2,270 2,270 ○ 16,076

修学旅行費,校外活動費は平成２８年度予算に計上した単価
学用品費は中１が２２，３２０円,中２・中３が２４，５５０円

○ 2,270 1,826 ○ 6,100 3,658

○ 2,000 ○ 22,000

○ 1,872 ○ 7,500 5,851

・新入学学用品費は,小学校6年生に中学校入学準備金を支給するように変更したため,平成29年度から廃
止。
・支給平均額は,平成27年度実績。

○ 2,270 ○ 6,100 6,100
体育実技用品費,修学旅行費の支給平均額については平成２７年度実績額と同額を記入。

○ 1,700 ○ 7,000 7,000

学用品費：1年　16,300円,2年～3年　17,010円
通学用品費：2年～3年　1,690円
修学旅行費の支給平均額は平成27年度実績
校外活動費(宿泊を伴うものの上限額）の支給平均額は平成28年度予算に計上した単価

○ 2,270 1,730 ○ 6,100 4,400 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190

学用品費には通学用品費含む。（１年生は年額上限24,550円,２・３年生は22,320円）。
PTA会費に関しては,同一世帯・同一学校で1回の支給。

○ 2,270 ○

・修学旅行費・校外活動費(宿泊を伴うもの）：費用の85％

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)
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大阪府 藤井寺市 教育委員会事務局教育部教育総務課 072-939-1401

http://www.city.fujiidera.lg.jp/kurash
i/kyoikubunkasupotsu/syotyugakkoy
otien/1390198114244.html ○ ○

平成27年度（6月1日以降の申請は28年度）の市民税の総所得分
の課税所得金額が基準以下ならば,援助を受けることができる。
（16歳未満の扶養親族の数が1人ならば,940,000円,1人増につ
き,330,000円を加算）

20%未満

大阪府 東大阪市
東大阪市教育委員会事務局　学校教
育部　学事課 06-4309-3272

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0
000003598.html ○ ○

サンプル世帯を設定し,　生活保護の基準額　≦　準要保護世帯
に調整する。
（生活保護法の適用が可能な勤労所得者の収入限度額を基準
とし,その者と同程度の経済状況にある者）

30%未満

大阪府 泉南市 泉南市教育委員会学務課 072-483-3673

http://www.city.sennan.lg.jp/kakuka
/kyouiku/gakumu/gakuji/youtien/sh
ugaku/1455020537025.html ○ ○ 1.1 その他 3年前の年度 263

前年合計所得（純損失,譲渡損失,雑損失の繰越控除をせ
ずに計算した金額）

25%未満

大阪府 四條畷市 教育部　学校教育課 072-877-2121

http://www.city.shijonawate.lg.jp/so
shikikarasagasu/kyoiku/gakkokyoiku
/gyomuannai/tengakutetuzuki_syuga
kuenjyo_tugakukuiki/1425458254931
.html ○

前年度所得が,世帯状況に応じた「世帯所得額」と「加算額」が認
定基準所得額以下であること。
「世帯所得額」は４人世帯で,2,808千円（家族１人につき306千円
を加減算）,「加算額」は小学生１人につき120千円,中学生１人に
つき160千円を加算。

25%未満

大阪府 交野市
交野市教育委員会　学校教育部　学校
管理課 072-810-8011

http://www.city.katano.osaka.jp/doc
s/2011060100072/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 3年前の年度 301 15%未満

大阪府 大阪狭山市
大阪狭山市教育委員会事務局教育部
学校教育グループ 072-366-0011

http://www.city.osakasayama.osaka.j
p/sosiki/kyoikubu/gakkokyoikugurup
u/boshu/1473378707819.html ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 330

事故,災害,失業など家庭の経済状況が急変した場合。

20%未満

大阪府 阪南市
阪南市教育委員会事務局　生涯学習
部　教育総務課 072-471-5678 http://www.city.hannan.lg.jp/ ○ 1.1 課税所得 当該年度 229 20%未満

大阪府 島本町
教育委員会事務局　教育こども部　教
育総務課 075-962-0390

http://www.shimamotocho.jp/gyous
ei/kakuka/kyouikukodomobu/kyouik
usoumuka/shouchugakkou/shugaku
enjo/1238419973388.html ○ 1.5 課税所得 3年前の年度 362

基準額は平成２４年１２月末日時点のものを使用

20%未満

大阪府 豊能町 教育総務課 072-739-3426
http://www.ed.town.toyono.osaka.jp
/index.cfm/6,11194,28,html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 320 20%未満

大阪府 能勢町 能勢町教育委員会学校教育課 072-743-9038 http://www.town.nose.osaka.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・保護者の死亡・保護者の廃業失業等
・保護者の疾病・災害等罹災

15%未満

大阪府 忠岡町 教育総務課 0725-22-1122 http://www.town.tadaoka.osaka.jp ○ ○ ○ 1.2 その他 当該年度 274

総所得金額

25%未満

大阪府 熊取町 教育委員会事務局　学校教育課 072(452)6360 http://www.town.kumatori.lg.jp/ ○ 1.1 その他 その他 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

20%未満

大阪府 田尻町 教育委員会事務局　学事課 072-466-5022

http://www.town.tajiri.osaka.jp/kaku
ka/kyoikuiinkai/gakujika/menu/syug
akuhiyou.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 3年前の年度

持家232
借家298 15%未満

大阪府 岬町 教育委員会事務局　学校教育課 072-492-2719

http://www.town.misaki.osaka.jp/ga
kkokyoiku/ga_page/ga_page_0006.ht
ml ○ 1 課税所得 3年前の年度 270 20%未満

大阪府 太子町 太子町教育委員会事務局学務指導課 0721-98-5532

http://www.town.taishi.osaka.jp/mok
uteki/syo_tyugakko/1361949329550.
html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.25 その他 その他 290

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

15%未満

大阪府 河南町 教・育部　教育課 0721-93-2500

http://www.town.kanan.osaka.jp/kur
ashinogaido/jinseinodekigoto/nyuen_
nyugaku/sho_chugakko/1393985596
403.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.29 その他 その他 315

児童生徒が在籍する学校長又は民生委員が特に援助を必要と
認める状態にある者

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

15%未満

大阪府 千早赤阪村 教育課 0721-72-1300
http://www.vill.chihayaakasaka.osak
a.jp/kyouiku/kyouiku-nyugaku.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.25 課税所得 前年度 300 15%未満
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学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有
随時。当該年度の追加認定は3月10
日申請分までとする。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 当該年度4月1日 7月 有
随時。追加認定は３月中旬申請まで
のもの。 ○ 11,420 ○ 18,240

○ ○ ○ その他 次年度到達時 5月下旬 有

6月1日から2月15日まで追加認定可
能（15日を境に翌月,翌々月認定と
処理している。） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の2月 7月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の1月 6月下旬 有 3学期末までの随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 当該年度当初 8月 有 随時（2月末申請までのもの） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時（当該年度2月末まで） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ その他 必要に応じて見直し 7月 有 随時（ただし,申請月からの認定） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 3月中旬まで随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有
随時受付,申請月の翌月より認定,追
加認定は２月末申請までとする。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の10
月 6月下旬 有

随時。追加(最終)認定は2月末申請
分までのもの。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の3月 6月下旬 有
随時。追加認定は２月末申請までの
もの。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の1月 6月下旬 有
随時。追加認定は２月末申請までの
もの ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有

随時受付・認定,但し申請月の翌月
から認定。また,追加認定は3月1日
申請までのもの。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有

随時受付。最終の追加認定は２月
末までの申請とする。 ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○
前年度の12
月 6月中旬 有

随時（当該年度の3月1日までの申
請のまでのもの）。 ○ 11,420 ○ 20,470
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通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費

○ 2,230 ○ 19,535 ○ 1,550 974 ○ 7,136

○ 2,230 ○ 21,000 ○ 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ ○ 1,570 1,418 ○ 3,620 1,389

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 0 ○ 24,763 ○ 1,550 1,423 ○ 3,570 3,444

○ 2,230 ○ 20,000 20,000 ○ 1,570 ○ 2,500

○ 2,230 ○ 21,190 19,843 ○ 1,550 1,369 ○ 3,570 3,335

○ 2,230 ○ 25,000 ○ 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,570 ○ 3,620

○ 2,230 ○ 25,000 ○ 1,570 ○ 3,570

○ 2,230 ○ 21,056 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 19,981 ○ 1,570 ○ 4,741

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 20,880 20,880 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 ○ 25,000 25,000 ○ 5,000 5,000

○ 21,190 ○ 1,550 ○ 3,570

○ 2,230 ○ 21,190 21,190 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570



都道府県 市町村名

大阪府 藤井寺市

大阪府 東大阪市

大阪府 泉南市

大阪府 四條畷市

大阪府 交野市

大阪府 大阪狭山市

大阪府 阪南市

大阪府 島本町

大阪府 豊能町

大阪府 能勢町

大阪府 忠岡町

大阪府 熊取町

大阪府 田尻町

大阪府 岬町

大阪府 太子町

大阪府 河南町

大阪府 千早赤阪村

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）

通学用品費は,2～6年のみ支給
修学旅行費,校外活動費はH27年実績による。

支給平均額は平成２８年度予算計上単価。

支給平均額は２７年度の実績額により記入。修学旅行費は実費の８割額を補助。

修学旅行費・校外活動費（泊あり・泊なし）の支給平均額は,平成２７年度実績による

通学費は第１学年を除く。修学旅行費,校外活動費(宿泊を伴うもの)は２８年度予算計上単価

「支給平均額」欄については平成27年度実績額により記入。
「上限の金額」・「一定の金額」欄については,平成28年度当初予算に計上した単価により記入。

修学旅行費と校外活動費（宿泊を伴うもの）は平成２８年度予算計上単価を記載

校外活動費（宿泊あり・宿泊なし）の支給平均額は,平成２８年度予算単価を記載している。

修学旅行費,校外活動費(宿泊を伴うもの),

○ 3,380 3,380

支給平均額 …平成２８年度予算計上単価

学用品費11,420円には通学用品費を含む。
支給平均額は全て平成２８年度予算計上単価。

・支給平均額は平成28年度の予算計上単価
・修学旅行・校外活動費は１名当たりの額

学用品費：1年生は11,420円・それ以外13,650円（通学用品費は全て学用品費に含む。）

修学旅行費・校外活動費（宿泊あり・宿泊なし）の支給平均額…平成２８年度予算計上単価



都道府県 市町村名

大阪府 藤井寺市

大阪府 東大阪市

大阪府 泉南市

大阪府 四條畷市

大阪府 交野市

大阪府 大阪狭山市

大阪府 阪南市

大阪府 島本町

大阪府 豊能町

大阪府 能勢町

大阪府 忠岡町

大阪府 熊取町

大阪府 田尻町

大阪府 岬町

大阪府 太子町

大阪府 河南町

大阪府 千早赤阪村

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 41,720

○ 22,320 ○ 21,320 ○ 2,230 ○ 54,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 46,256

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 50,000 50,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 53,322

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 62,769

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 51,608

○ 22,320 ○ 2,302 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 53,441

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 56,370 56,370

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 65,000 65,000

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 74,140 ○ 57,290 54,643



都道府県 市町村名

大阪府 藤井寺市

大阪府 東大阪市

大阪府 泉南市

大阪府 四條畷市

大阪府 交野市

大阪府 大阪狭山市

大阪府 阪南市

大阪府 島本町

大阪府 豊能町

大阪府 能勢町

大阪府 忠岡町

大阪府 熊取町

大阪府 田尻町

大阪府 岬町

大阪府 太子町

大阪府 河南町

大阪府 千早赤阪村

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)

○ 2,240 1,578 ○ 17,671

通学用品費は,2～3年のみ支給
修学旅行費,校外活動費はH27年実績による。

○ 2,270 ○ 6,010 6,010

支給平均額は平成２８年度予算計上単価。

○ 2,270 2,219 ○ 6,100 0

支給平均額は２７年度の実績額により記入（宿泊を伴う校外活動費は前年度実施した学校無し）。修学旅行
費は実費の８割額を補助。

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

修学旅行費・校外活動費（泊あり・泊なし）の支給平均額は,平成２７年度実績による

○ 2,270 ○ 10,000

通学費は第１学年を除く
修学旅行費,校外活動費(宿泊を伴うもの)は２８年度予算計上単価

○ 2,240 1,010 ○ 6,010 5,605

「支給平均額」欄については平成27年度実績額により記入している。
「上限の金額」・「一定の金額」欄については,平成28年度当初予算に計上した単価により記入している。

○ 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 ○ 6,100

○ 2,270 ○ 28,000
修学旅行費と校外活動費（宿泊を伴うもの）は平成２８年度予算計上単価を記載

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

校外活動費（宿泊あり・宿泊なし）の支給平均額は,平成２８年度予算単価を記載している。

○ 2,270

校外活動費(宿泊を伴うもの)については,平成27年度実施がなかったため実績なし。

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 5,450 4,800 ○ 4,190 3,600

支給平均額 …平成２８年度予算計上単価

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

学用品費22,320円には通学用品費を含む。
支給平均額は全て平成２８年度予算計上単価。

○ 6,000 6,000 ○ 6,000 6,000

・支給平均額は平成28年度の予算計上単価
・修学旅行・校外活動費は１名当たりの額

○ 6,010

学用品費：1年生は22,320円・それ以外は24,550円（通学用品費は全て学用品費に含む。）

○ 2,240 1,512 ○ 6,010 5,976

通学費・・・通学バス利用者負担額


